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承　　前

　（水平拡散）

　　③中央省庁の再編―集散（〝大括り〟と〝小分け〟）の同時展開

　行政機能の拡散は、水平的には何よりも先ず、中央行政機関の第１次的分業
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単位たる��省 庁 ��の分散となって現れるであろう。
デパートメンツ

　そもそも利害多元の大規模国家の中央行政機構には、歴史的・社会的背景こ

そ各国各様とはいえ、共通して大なり小なり分立割拠の性向が内在する。わが

国また、今日なお――�合衆国�合洲国の二重もじりと覚しき――「合省国」と

も諷刺される７７）ように、その例に洩れない。７８）

　しかし、〝強い政府〟への現代的要請は、あえて中央（行）政府の集中・統一

を促す方向へ働くであろう。これが〝（強いが）小さな政府〟というポストモダ

ンのスローガンと結びつくとき、中央（行）政府は、整理と集約による凝縮的

再編に傾く。わが国では、１９９６～２００１年の「橋本行革」が、まさにこの時代潮

流に棹さしたといえる。にもかかわらず、それにしてなお、かの内在的遠心力

を本質的に逆転はできなかったこと、以下の検討に明らかなとおりである。

　橋本行革の結果、世紀末時点における

　　１府２１省庁�または�１府１２省９準省（総理府＋１２省＋８大臣庁・１大臣委員

会）

は、新世紀とともに

　　１府１２省庁�または�１府１０省２準省（内閣府＋１０省＋１大臣庁・１大臣委員

会）

に再編成された。

　たしかに、それは既存の府省庁を「大括り」７９）して、その総数を減少させる

ものではあった。すなわち、―

　　総理府＋沖縄開発庁＋経済企画庁� �　内閣府

　　総務庁＋自治省＋郵政省� �　総務省

　　運輸省＋国土庁＋北海道開発庁＋建設省� �　国土交通省

　　環境庁＋通商産業省・農林水産省・厚生省の各一部��　環境省

　　厚生省＋労働省� �　厚生労働省

　　文部省＋科学技術庁� �　文部科学省�８０）

　しかし、それは「国務大臣を長とする旧総理府傘下の大臣庁のほとんどを廃
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止したためであり、省にかぎっていえば、従前の１２省が１０省になっただけのこ

と」と冷眼視もされる。８１）かてて加えて、その後２００７年１月には、多年の政治

的懸案、防衛庁の省昇格が実現して、省は１増する。その帰結として「準省」８２）

たる大臣庁・大臣委員会は公 �式���� には１減したが、つとに
フォーマル

�非公式�には、再編の
インフォーマル

枠組をすり抜けて実質準省的な金融庁（後述）が出現しており８３）、さらには既

述（本節②）経済財政諮問会議の同然ないしそれ以上の実態にも着目すれば（ち

なみに、これら２機関は大括りならぬ〝小分け〟の所産であること、直ぐ後に

触れるが）、わが中央省庁体制は２００８年現在、

　　１府１１省３準省（ここに準省は、公式存在として国家公安委員会、非公式存在と

して金融庁と経済財政諮問会議）

と、再び（あるいは依然）根強い増勢にあると見るべく、実際、近々「常設の

担当大臣」下に「消費者行政を統一的・一元的に推進するための強い権限を持

つ新組織」を発足させると表明した０８年々頭の首相施政方針演説８４）は、まさに

この揺り戻し動向を端的に裏書きする以外の何ものでもあるまい。

　このように「大括り」は、マイナーをも含めた大小２２府省庁の頭数をこそ―

１３ないし１５に―減じた（「半減」と誇称された）ものの、統廃合をめぐる利害関

係諸勢力の激烈な政治力学的鬩ぎ合い８５）の妥協的決着として皮相の単なる〝数

合わせ〟に終った観を否めず、メジャー省庁たる諸省の分立割拠状況には基本

的に旧態依然たるものがある、といわねばならない。事実、伝統的１２省は、後

述する大蔵省�財務省の場合を唯一例外に、旧套継承の横滑りか（法務、外務、

農林水産、経済産業、防衛の場合）、機械的併合か（総務、国土交通、環境、厚生労

働、文部科学の場合）で名目〝再編〟されたにとどまり、実質的には、さして変

り映えせぬ新旧混合１１省の並立へと移行したに過ぎない。

　しかも、実績はともかく諸省間の〝総合調整〟に任ずべきであった旧大臣庁

が、すべて数合わせの犠牲に供せられ生き残り諸省に吸収された結果、それら

に代替すべく図られた総合調整機能の―内閣官房・内閣府への―「せり上げ」８６）

にもかかわらず、群省
�

割拠の大勢に捗々しい変化はないどころか、むしろなお

加速すらしつつあると見られよう。機械的併合によって誕生した総務省・国土

交通省・厚生労働省なかんずく後二者、いわゆる「巨大省」の場合など、内部
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に反融合的＝分離的要因を大きく抱え込んだだけに、それら自体の一体性さえ

未確立のままである。８７）

　上に述べた名集
�

実散
�

ともいうべき「大括り」の集散複合効果に比し、同時に

展開された〝小分け〟がもっぱら分散に志向するものであったことは明らかで

ある。財（政）金（融）分離と予算編成権見直しを二大主題とする旧大蔵省の解体・

分割劇がそれにあたる。

　すでに１９９７年６月の日本銀行法改正（平成９年法１０２、翌年４月施行）による日

銀の独立性強化（大蔵大臣の一般監督権・解任権の廃止）に始まっていた財金

分離は、旧総理府外局としての金融監督庁の設置（１９９８年）を経て、２０００～０１

年、金融庁が内閣府の外局（ただし、長官に加えて担当特命大臣が置かれる異

例の実質準省的位置づけ８８））として新設されるに及んで完成、金融行政は旧大

蔵省から分裂し独立した８９）。

　また、かねて批判の矢面に立つ（旧大蔵省�新財務省）主計局の予算編成権

は、今次の行革にもしぶとく生き延びたが、ただこの度は無傷とはいかず、

トップレベルの或る程度が内閣府の経済財政諮問会議へ迫り上げ転位を余儀な

くされたことについては、既に論ずるところがあった（本節②）。

　かくて、旧中央省庁〝帝国〟体制の盟主、大蔵〝王国〟は版図を削減され、

�日銀、�金融庁、�経済財政諮問会議にかなりの権限移譲を強いられて、本

体部分は「財政省」へと名実ともに縮小の憂き目を見る（もっとも、すでにし

て『財務省支配の復活』が語られつつある９０）が）。

　　④政党への浸透

　行政能力の水平拡散は、上③に見た行政府部内の隠然たるそれとともに、

〝三権〟の垣すら越境し、行政府から、並立する他種の公式国家機関二つすなわ

ち立法府
� � �

・
�

司法府へ
� � � �

の方向でも現象しつつあることが確認される９１）が、同時に、

政治（＝立法・執政・行政）機関と非－ないし半－（または準－）公式的に補完・

併存の関係に立つ政党
� �

９２）へ
�

のそれが、さらに大きく注目されなければならない。

　これについても、すでに論ずるところがあった９３）が、かつては官界（行政官
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僚）から政党へ流出するのが�―とくにわが国での―メーンルートであったのが、

今や政党自体の内部における自家培養がむしろ主流となる観を呈しつつある。

　吉田茂、岸信介、池田勇人、佐藤栄作、大平正芳、福田赳夫、宮沢喜一と連

なる前者の系譜は、初め行政官僚としてキャリアを振り出し、中途にして政界

＝政党に転じ首相にまで至ったケースである――後藤田正晴もまたこれに準じ

ようか�――が、彼らが、果たして、政党を本籍とするいわゆる党人に化身し旧

来の政党のエートスに同化しえたかは、甚だ疑問である９４）。

　対して、政党組織の近代化・現代化（広義〝官僚制化〟）が進むとともに、自

前の行政理性醸成が可能となってくる。政党の新エートスとしての行政理性

（〝政党官僚ないし党官僚〟エートス）の誕生・成長である。１９９１年に筆者は次

のように書いた。――

　……政党にあって、リーダーシップの要素として行政力がとみに重みを加える形勢

である。ここで注目すべきは、この現象が今や、日独に今日なお見られる官界から政

界への転身という外来ルートでよりは、むしろ政党内部における〝官僚化〟〝官僚制

化〟によって内在・本質的に進行しつつあることであろう。政権党の党首すなわち政

権トップのポストがいわゆる〝党官僚〟の占めるところとなる時代の趨勢に、そのこ

とを象徴的に看て取ることができる。ソ連（ゴルバチョフ）然り、アメリカ（ブッシュ

〔父〕）然り。そして、最近のわが国（竹下〔登〕、海部〔俊樹〕）もまた例外ではない。９５）

　事態は、その後さらに進展を見る。ロシア（プーチン、メドベージェフ）、中国

（江沢民、胡錦濤）、イギリス（ブレア、ブラウン）、ドイツ（シュレーダー、メルケ

ル）など、海外に類例を求めるまでもなく、わが国では、かの「党税調のドン」

「ミスター税調」「税の神様」山中定則９６）以後、いみじくも「パーティ（政党）

官僚」と呼ばれた橋本龍太郎９７）が宰相の座に昇りつめ、その一典型を示してい

る。前首相・福田康夫もまた、その範疇か９８）。そして近くは、与謝野馨９９）の名

を逸することができない。

　高名な歌人（鉄幹、晶子）を祖父母に、外交官の家庭（父・秀は国連大使など

を勤め、母・道子は評論家）に育った与謝野は、野球部のマネジャー業に専念し
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たという学生（東大法）時代を経て、日本原子力発電社員、代議士（中曽根康弘）

秘書から、自民党入り。１９７２年以降、衆議院当選９回（前後、落選３回をはさむ）。

９４年からは、文相、内閣官房副長官、通産相、自民党政調会長、金融・経済財

政担当相、内閣官房長官（安倍改造内閣）を歴任し、その後も自民党の財政改革

研究会々長・税調小委員長として存在感を示しつつ、０７年末の薬害肝炎救済問

題はじめ政局の節目ごとに「政界の知恵袋」１００）の本領を発揮、０８年８月の福田

改造内閣、９月の麻生内閣で経済財政担当相に返り咲いている。

　「父親が役人をしていたこともあって、今でも〔行政〕官僚に対してはシンパ

シーを持っており、……理解者の部類に入る」と自認する１０１）与謝野は、その

生来のビューロクラット的資質１０２）を現代的政党実務の中で開花させ、官房副

長官時代すでに党内の有力政敵をして――「幾分の皮肉を込めて」ではあるが

――「近代日本が生んだ最高のテクノクラート型政治家」と言わしめる１０３）ま

でに至った。政調会長としては、会長代理の大蔵省��・柳澤伯夫と「与謝野

－柳澤ライン」を結び、霞ヶ関から〝近年最強のコンビ〟と評せられる１０４）。

（もっとも、このラインないしコンビ、ひそかに―或いは公然とか�―、与謝野を

「１丁目１番地」、柳澤を「１丁目２番地」視する大蔵�財務官僚からは、カウ

ンター・ビューロクラシーとして恐れられるには程遠く、むしろ同類意識から

歓迎されている、とも巷間伝えられる１０５）が。）ともあれ、「『政策職人』の異名

を持ち」「〔行政〕官僚の信頼の厚い」政党官僚・与謝野１０６）の面目躍如という

べきであろう。１０７）

　かつてもっぱら官界からの人的移動に伴った政党への行政能力拡散は、一時

の「族議員」現象１０８）を過渡段階に、今では、このように政党の内部での―機

能としての―当該能力開発・調達が本格化することにより、なお持続するも近

年とみに転身時期が弱年化する傾向にある在来の外来ルート１０９）と、それを圧

倒する勢いの新興・内発ルート（結果として、従来官界に独占・寡占の観の

あった行政能力の、拡散に帰する）１１０）と、両々相俟っていよいよ加速する。

　（下方拡散）
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　２００６年、『ワルドー行政国家』を『再訪』したデュラントは、アメリカ当今の

連邦レベル「ネオ行政国家」に、国家的責務・権能の�「��上方へ�」（国際機関・
アップワード

国際団体へ）、�「�下方へ�」（州政府・地方政府へ）、そして�「�外部へ�」（私的アク
ダウンワード アウトワード

ター・非営利アクターへ）、―３方向への分散性向を看て取った１１１）。対して、日

本の現状に正対・着目する本論文では、問題の拡散状況は、�「上向」、�「水

平」、�「下放」、の３ベクトルに整理され、�的局面は�とともに�に―もち

ろん小分類はされつつも―括られていること、前述１１２）のとおりである。（ちな

みに、��対�に見られる〝政府－民間〟〝国家－社会〟ないし〝内－外〟対比

の視点は、つとに１９８９年の手島論文の用いるところであり、今回ここでの試み

は決してそれを消去するものではなく、両者オーバーラップして「拡散」の有

機的な立体的把握に資することが期されている１１３）。）

　�の上方拡散は、国家行政機能の　①公式・非公式の超国家ないし国際レベ

ルへの、②国内では執政レベルへのはみ
� �

出しとして、また�のいわば横滑り拡

散は、国家システム内部における――�行政外（＝立法・司法）諸部門の行政力

強化（『ネオ行政国家論』に詳論１１４））と並ぶ――�③固有の行政機関の分立体制の

根強い持続、および④国家と社会両システムの結節環たる政党の行政能力蓄積

として、すでに上述した。続いて、今日世上最も耳目を集めつつある―しかし

事の本質は殆ど全く洞察されていない―��の下方拡散を取り上げる。先ず、国

家行政機能のシステム内下放（⑤独法化）を、次いで、広義国家システム内で

はあるが狭義の国家（中央政府）から地方公共団体（地方政府）への下放（⑥

地方化）を、そして最後に、究極の拡散として国家（政府）から社会（民間）

への下放（⑦私化）を。

　なお、デュラントは、�と�の両方向性において彼国で採られている「政府

改革�行動計画�」として「�の５乗」（�５）なるものを挙げる。すなわち、�����
ア ジ ェ ン ダ

����������������������������	�����������	
�����������������の５手法である１１５）。

邦語に移せば、さしずめ、（�）脱
�

肥大（減量、縮小）、（�）脱
�

集中（分散、移

譲）、（�）脱
�

出資（補助金削減）、（�）脱
�

規制（規制緩和）および（�）脱
�

集権

（分権）、の「脱の５乗」ないし「５脱」となろうか。（なお、５が�冪�指数〔５〕
べき

で示されているのは、これら５手法が―�排他的でなく―重畳的に用いられるこ
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とを慮ったものかと思われる。）そこでは、論理的というより、すぐれてレトリ

カルに悉皆種別されているが、これら諸方策、��多かれ少なかれ�、いずれも
ムーターティス・ムーターンディス

現今のわが国にも対応すること周知のとおり。されば、この分類学、以下⑤～

⑦の本考察にも説明のツールとして便宜である。

　　⑤独法化（「独
�

立行政法
�

人」化）

　わが国における国家行政機能の国家システム内
� � � � � � �

下方拡散の組織的展開は、い

わゆる���１１６）の国際的影響下、橋本行革の一環として２００１年省庁再編（③参

照）と時を同じくした「独立行政法人」（以下「独法」）制度の導入（前者は１月

６日、後者は４月１日の発足）によって始まった。

　独法通則法（平成１１年〔１９９９〕法１０３）の定義規定によれば、独法とは、公共

上の見地から確実な実施を要請されるが必ずしも国が自ら主体となって直接実

施するを要しない事務・事業で、私化になじまないもの（民間の主体に委ねる

と必ず実施される保証のないもの、または一の主体に独占的に行わせる必要の

あるもの）を効率的・効果的に遂行するため、同法および個別法によって設立

される―国とは別人格の―法人である（２条１項・６条）。すなわち、���の１

眼目たる―効率化・実効化のための―〝企画立案と実施の分離〟（＝脱集中
� � �

）に

向け、１９８８年来イギリスで推進されている「エージェンシー」の構想と実践１１７）

に範をとったのであろうこと否むべくもないが、あくまで省の内部組織にとど

まる〝実施庁〟的な本家本元のモデルよりも、独立の法人格を付与され法的・

形式的に国（省庁組織）から切り出される点、日本のエピゴーネンは、「エー

ジェンシー化」から「法人化」１１８）へ百尺竿頭一歩を進めたとも云えようか。

　しかし、これはむしろすぐれて、可視的な「�行政整理�」を〝葵の印籠〟に直
ス リ ム 化

截・端的に脱肥大
� � �

を志向したわが国に特有の現実的政策動機に起因したもの、

すなわち、法形式的に国から切り離すことによって、国プロパーの機構・人

員・予算の削減を見せかけ上達成しようとする、数字合わせの苦肉の策（この

ことは、教職員１３万人の非公務員化こそ主眼とされた――通則法とは異質なが

ら、そのフレームに便乗、それを準用した――２００３年の国立大学法人法〔平成

１５年法１１２〕の場合、さらに露骨である）とも見るべく、されば、法形式
� � �

的には
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国家外
�

部への下放の観を呈するものの、実質
� �

的にはなお――国と臍の緒（交付

金・出資制度〔法４６条・８条２項〕、業務評価制度〔法２９～３５条〕など）で繋った

――国家システム内
�

下放として論ずべき、したがって彼国のエージェンシー化

とパラレルに論じて可なる所以である１１９）。

　このように、���� � � � ���の���的教条（建て前）と、減量公約の実行
プラン・ドゥ・チェック・アクション

に便法として恰好視された現実政治的契機（本音）とが猥雑に絡み合ったわが

独法化は、当初こそ―国家行政組織法８条の２に謂う「施設等機関」中―「試

験研究機関」「検査検定機関」「文教研修施設」「医療厚生施設」を主とする中小

５７法人にとどまったが、その後、０３年に造幣局および印刷局、０４年には国立病

院機構などの大「作業施設」・大「医療施設」もこれに続き、また、遡って０２年

―これまた多年懸案の―特殊法人等
� � � � �

抜本見直しに際し、対象１６３法人中――存

続となった２特殊法人（���など）・４認可法人（日銀・日赤など）以外で廃止・

民間化を免れた――３０特殊法人・９認可法人の〝受け皿〟として重宝・転用さ

れる（わが独法制度の便法的性格のまさに然らしめるところか）こともあって、

０４年以降少なからず再編や統廃合を経ながらも、０８年現在その数１０１に及んで

いる１２０）。

　もっとも、その制度設計は上述の必ずしも合理的でなく場当たり的でもある

動機ゆえになお流動的で、１０１から８５へと更なる―廃止・統合・私化による―整

理が日程に上ってもいる（ただし、０８年の第１６９回通常国会で当該法案審議未了）

が、ともあれ、――������思 ��潮���������� 追随か、目�眩�ませの弥縫策か、はたまた廃止・
フィロソフィー くら

私化への緩衝的一時凌ぎの過渡ステップか�――思惑は多様にせよ、それら、も

ともとの独法に加え、広義のそれとみなされる後発数多の国立大学法人の類１２１）

まで視野に入れるならば、この形での国家行政機能? 機関の垂直的下方散開は

今や結果的に大勢として見誤るべくもなかろう。

　　⑥�地 方 化 �
ローカリゼーション

　独法化が―名はともあれ実において―狭義国家（＝中央政府）内の問題であ

る１２２）のに対して、行政の下方転位は、広義国家システム（＝中央プラス地方

の政府全体システム）の中で、中央政府（狭義の国家）から地方政府（連邦に
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おける支分邦、単一国家のばあい地方自治体）への方向性でも現象する。いわ

ゆる「地方化」の趨勢である。ここに働くのは、もっぱら脱集権
� � �

すなわち「分

権」の政治力学に他ならない。既述「小さな政府」（脱肥大
� � �

）への時流１２３）が、

先ずは中央政府を捲き込み、かねて伏流として命脈を保ち今再浮上・再活性化

の秋に際会した地方分権の思想と運動に合流して、滔々たる大河となる。

　海の彼方１２４）では、かのイギリスにおいてさえ、１９９７年ブレアの登場とともに

スコットランド、ウェールズおよび北アイルランドへの「大きな地方分権」、

ヨーロッパ地方自治憲章（１９８５年採択、８８年発効）の調印・批准が実現、自治体

の裁量権を拡大する�地 方 政 府 法��改正も行われて、サッチャーリズムへの逆
ローカル・ガヴァメント・アクト

流が顕在化する１２５）が、２１世紀に入り別けても刮目に値するのがフランスの動向

である。すでにミッテランの左派政権下、１９８２年の「�市町村�、�
コミューン

�県�および�
デパルトマン

�州��
レジオン

の権利と自由に関する法律」に始まった〝第１次地方分権改革〟１２６）は、世紀を

越えてシラク第２期の保守＝中道政権に引き継がれ、その〝第２次地方分権改

革〟によって更に推進された。すなわち、――

　２００３年の（第５共和国）憲法第１７回改正は、地方分権に関する諸規定を新

設・整備。（�）第１条（共和国の基本理念）に「その組織は�分��権化������������ される」
デサントラリゼ

との第４文を追加、（�）続いて「��地 域 共 同 体 �」の章を大幅に拡充（旧第１１章
コレクティヴィテ・テリトリアル

�新第１２章）、（�）そこにおいて、先ず、従来（１９８２年法参照）法律上の存在にと

どまった州を市町村・県に並ぶ憲法上の地域共同体に昇格させ（第７２条第１項）、

それら地域共同体の「��使�命�」について
ヴォカシオン

〝��補 完 性�〟原則を宣明する（同条第２�
スュプシディアリテ

項）とともに、（�）具体的には、地方レベルの実験的試行制度（同条第４項）お

よび決定型の住民投票制度（第７２－１条第２項）の導入ならびに財政自治権の高

度の保障（第７２－２条）を定めた。１２７）

　次いで、これら憲法諸条項の実働化に任ずべく、早速同年、「地域共同体によ

る実験的試行に関する��組織法��」、「決定型住民投票に関する組織法」など、翌
ロア・オルガニク

年には、「地域共同体の財政自治に関する憲法第７２－２条を適用するための組

織法」および今次改革最大の眼目たる― １９８２年の第１次に続く―第２次

�権限移譲�にかかる「�地��方の自由と責任���������������������� に関する
デ レ ガ シ オ ン  リベルテ・エ・レスポンサビリテ・ロカール

�〔通常〕法�」と、矢継ぎ早
ロ  ア
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に制定され、実施に移されている。１２８）かくて、大革命このかた名だたる

�中央集権主義�国家であったフランスは、今や、かつて圧倒し去ったはずの対抗
ジ ャ コ バ ニ ス ム

軸・�地方分権主義�へ歴史的な１８０度の劇的変針の観を呈する。
ジ ロ ン デ ィ ス ム

　わが国にあってもまた、世紀末から新世紀にかけて展開は急である１２９）。「機

関委任事務」の全面廃止に象徴される〝地方自治体の自由度拡大（＝国の関与

の廃止・縮小）〟１３０）を図った第１次分権改革（地方分権推進法〔平成７年（１９９５）

法９６、０１年までの時限法〕��地方分権一括法〔平成１１年（９９）法８７、翌年４月施行〕）

の後、いま地方分権改革
� �

推進法（平成１８年〔０６〕法１１１、翌年４月施行、３年間の

時限法）が制定され、〝自治体所掌事務の拡張（＝国の権限の移譲）〟１３０）を眼目と

する次段階（第２次分権改革）に向け、新
�

地方分権一括法案が０９年度中の国会

上程を目途に準備されつつある。１３１）

　この間、関連して、あるいは並行して、「平成の市町村大合併」と―国－自治

体間の―財政構造のいわゆる「三位一体改革」も進んだ。前者、すなわち、明

治（１８８９年、７万超の町村�１�６万弱の市町村）と昭和（１９５３～６１年、１万弱の市町

村�３�４７２市町村）の両大合併に続く近代日本３度目のそれ（９９年～）は、国の

〝飴と鞭〟政策によって、９９年４月段階の３�２３２市町村を５５％の１�７８８（０８年７月

現在）１３２）にまで統合した。ここに働いた論理が、現実には、窮迫する地方財政

の合理化・効率化という対症的・弥縫的なものであったにせよ、理念としては、

分権の〝受け皿〟にふさわしい基礎自治体の強化・整備という大義にあったこ

とは疑うべくもない。（もっとも、分権化なる戦略目的への、この文脈―基礎自

治体の規模―における戦術的手段には、仏伊のように広域連携方式とリンクし

た「小市町村主義」１３３）もあり、わが国や英独・北欧諸国が採る「大市町村主

義」１３３）に必ずしも限られていないことは注意されねばならないが。）

　後者、すなわち、大仰な（鬼面人を欺く？底の）神学的用語を借りて通称さ

れた今一つの分権方策は、国庫補助負担金の削減、地方への税源移譲、地方交

付税の見直し、三者連動（＝三位一体）の構造的財政改革として、２００４年度か

ら０６年度にかけて企図され推進された。これは、単に地方分権や財政再建の戦

術的域を超え、当時の（小泉）政権の最大の政治テーマ〝構造改革〟の一環
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（政治構造改革）を成す戦略的色彩が濃く、されば各般の強力な抵抗に逢着して

迷走も失速も重ねたが、一定の成果は挙げたと評価されよう。ただ、緒戦の激

闘終って当事者（メーン・アクターとして、中央省庁と、自治体なかんずく全

国知事会）間には幻滅・徒労感・厭戦気分が蔓延、２期目の発足は当面足踏み

してはいるが。１３４）

　こうして、地方化――政府システム内での統治機能下放――は、「四分五裂

する地方分権改革の渦」と指導的オピニオン・リーダーの一人が嘆ずる１３５）の

をよそに、大きな流れとしては不可逆的に定着したと見て可である。スリム化

する中央政府（単数形）に対して、地方政府（複数形）の存在感がとみに増大す

る。ちなみに、つとに日本国憲法・公定英訳では「（ローカル・セルフ－）ガバ

メント」となっていたにもかかわらず「地方自治」（第８章の章名）は、久しく

〝地方行政〟扱いに甘んじてきたが、ここ２０年来風向きが変わり、今では公的文

書にも「地方政府」の表現と概念が大手を振って登場している（上述・地方分

権改革推進法の設置にかかる地方分権改革推進委員会の第１次勧告〔０８年５�月

２８日〕など）１３６）。

　　⑦�　 私 　 化 　�―「ビジネスの主題による変奏曲」１３７）
プライヴァティゼーション

　下方拡散の窮極は私化である。政府�私人の方向性を示すのに、ここでは便

宜、下
�

放の空間的比喩を借りる（固より〝官尊民卑〟的発想に出るものではな

い）。既述の拡散形態①～⑥中、①（国際レベルへのはみ出し）はさて措き②～

⑥がすべて国家（政府）システム内の展開であった（もっとも④の場合、移行先

は政党、すなわち国家と社会の接点に位置するが）のに対して、これは社会（民

間）システムへの越境移動であるから、その意味では外
�

への拡散でもある（下

向のイメージは、外向の点では同断―しかしいわば上向―の①と対比するにも、

有意性を持とう）。

　「プライヴァティゼーション」対応の訳語として、「私化」（または「民間化」、

「民営化」とも）は広狭さまざまに定義される１３８）が、ここでも、従来（１９９０年

論文、９１年『ネオ行政国家論』、９９年『総合管理学序説』、０４年論文）１３９）どおり最広

義に、すなわち、各種単位行政機能の〝�私的（＝民間）部門�への転位〟と概念
プ ラ イ ベ ー ト ・ セ ク タ ー
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規定しておいて差し支えあるまい。この場合〝転位〟のありようは、部分的か

ら全面的へとプリズム状に分布する。部分転位は、強度段階多様の民間委託

（����������	
���）・公私協働（��������	�
�����	��	����）・規制緩和（��������	
��）

として現象し（公的部門と私的部門の間になお何らかの連結が残存）、その極、

全面転位は、公的責任の完全な移転＝��肩替り������������ （�両部門間の連接切断）であ
ローディング・オフ

り狭義の私化に他ならない。ここには、１９８０年代にわかに米英を中心にうねり

始め日本もまたそれに棹さすネオ・リベラリズムの―自由化・市場化への―世

界的潮流１４０）が強烈な動因として働いている。

　そこでの本命というべき狭義の私化（ないし、それに近いもの）について先

ず見るならば、近年のわが国におけるその展開には、公企業なかんずく国営企

業をめぐってまさに瞠目すべきものがある。主な事例１４１）だけでも、――

　１９８５年　日本電信電話公社（電電公社）�����（９９年、国が株式の�超を保有

する持ち株会社���と東・西日本などに分割・再編。

現在、���、���ドコモ、���データが上場）

　１９８５年　日本専売公社���日本たばこ産業（�����）（国が株式の過半数をもつ。

９４年、上場）

　１９８７年　日本国有鉄道（国鉄）��６��など１１法人（北海道、四国、九州、貨

物は独法が全株をもつ特殊会社。現在、東日本、東海、

西日本が上場、残り４社も上場をめざす）

　２００３年　電源開発（��パワー）（５２年、電源開発促進法により国策会社として設立）

　　　　　　　　　　　���促進法廃止により民営化（０４年、上場・完全民営化。

０８年、外資の株買い増しに外為法による中止命令）

　２００４年　新東京国際空港公団（成田空港）��成田国際空港会社（全株を国が

保有。将来、上場・完全民営化をめざす）

　２００５年　道路関係４公団���６高速道路会社＋１独法（事業会社は高速道路を

建設・管理、独法は道路を保有し債務を返済）

　２００７年　日本郵政公社（０３年、郵政省の直轄事業から移行）
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　　　　　　　　　　　���持ち株会社＋４事業会社（窓口、郵便、郵貯銀行、

保険）（持ち株会社と金融２社は１０年をめどに上場。

前者は上場後も国が株式の�超を保有）

　最近の「郵政民営化」が時の政権の命運を賭けた一大政治スペクタクルで

あったことは、あらためて喋々するまでもなかろう。

　戦後の国家主導産業政策（日独の場合）や国有化政策（１９６０年代～７０年代の

英仏など）への新保守主義的反動が、それらの国々に完全私化（狭義の私化）

の逆流を波打たせつつあるのに対して、そもそもそのような前提を欠き、公企

業的活動は広く民間の担うところであってきたアメリカにあっては、当今滔々

たる新自由主義＝新市場主義化の主流を成すのは、狭義以外の広義私化、すな

わち、政府活動の�民 ��間 委 託�������������� であり、
コントラクティング・アウト

�公私協働�である。自由化・市場化、
P　　P　　P

効率化・実効化、経費節減・脱肥大（�胴回り�１４２）の引き締め）、―これら「ビジ
ガ ー ス

ネスの主題」による変奏曲（本節サブタイトル参照）を、政府が�指揮棒�を振る。
タ ク ト

今や、広範な�外部発注�に依存する
アウトソーシング

�航空宇宙局�や
N　 A　 S　 A

�輸送安全局�の運営から、はしな
T　　S　　A

くもイラク戦争で実態を露呈した�民間軍事会社�（戦争の民営化１４３）！）に至る
P　　　M　　　C

まで、連邦政府の民間委託は巨大な規模に達し、州政府レベルでも、１９９７年現

在、全州の福祉サービス・プログラムの実に７２％もが��契約に出�������������� されている
コントラクト・アウト

とされ、地方自治体の大勢また同様、という１４４）。

　世紀転換の前夜、民間委託の担い手としての非営利法人���の法認（「特定非

営利活動促進法」平成１０年〔１９９８〕法７、以後改正１６次、���総数０７年３万突破１４５））、

民間活力活用の���的仕組み����の導入（「民間資金等の活用による公共施設等の

整備等の促進に関する法律」平成１１年〔９９〕法１１７）を見た１４６）わが国においても、

事態はとみに急を告げる。

　すでに９７年の児童福祉法改正（平成９年法７４）と介護保険法（同年法１２３、平成

１２年施行）が先鞭をつけた２０００年の社会福祉法（社会福祉事業法〔昭和２６年（１９５１）

法４５〕の改正・改称、平成１２年法１１１）によって、社会福祉行政はほぼ全分野で

「措置から契約へ」の〝基礎構造改革〟が行われた１４７）。
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　０３年（地方自治法改正－平成１５年法８１）には、普通地方公共団体の「公の施設」

の管理委託を、従来「普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるも

の又は公共団体若しくは公共的団体」に限っていたのを、民間を含む「条例の

定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定

するもの」（「指定管理者」）に拡張（同法２４４条の２第３項、従来の管理委託施設は

０６年９月までに直営か指定管理者制度の何れかに移行）、〝公設民営〟に大きく途を

開いた。１４８）

　さらに０６年の公共サービス改革法（「競争の導入による公共サービスの改革に関

する法律」平成１８年法５１）は、「国の行政機関等又は地方公共団体が自ら実施す

る公共サービスに関し、その実施を民間が担うことができるものは民間にゆだ

ねる観点」から、「民間事業者の創意と工夫が反映されることが期待される一体

の業務を選定」して、「官民競争入札」（いわゆる����������	
�����モデル１４９））か

「民間競争入札」かに付すべきこと（同法１条）を定めた。なかんずく、官民競

争入札制度は〝市場化テスト〟による〝公私協働〟方式として１５０）、「地方自治

体の『指定管理者制度』の国版」１５１）とみなされる。１５２）

　９９年度に鳴り物入りで登場した����は、０６年度末の時点で全国の着手件数２６６

を算する（ただし、公共投資に占める事業費の割合は国・地方自治体ともになお１％

に充たず、逐年の新規増加もこのところ鈍り気味と伝えられるから、果たして期待ど

おりの実績といえるかどうか）１５３）が、最近の注目すべき顕著な事例に、諸外国の

先蹤、中でも〝フランス型〟のそれに追随する����刑務所１５４）がある。０７年４月、

犯罪傾向の進んでいない受刑者を対象に〝民
�

設民
�

営〟の「�美祢�社会復帰促進セ
み ね

ンター」（山口県美祢市）が誕生（１号）、「島根あさひ社会復帰促進センター」

（島根県浜田市）が続き（２号）、〝官
�

設民
�

営〟で「�喜��連��川�社会復帰促進センター」
き つれ がわ

（栃木県さくら市）（３号）と「播磨社会復帰促進センター」（兵庫県加古川市）

（４号）も開所された１５５）。このように、ついに非権力作用を超え公権力行使の

分野にまで―部分的・周辺的にせよ―踏み込むに至った政府機能の民間委託

（遙か先を往くのは、アメリカの〝英国型〟����刑務所であり、さらには民間軍

事会社であるが）としては、行刑における上記試みに先んじて警察の分野でも、

駐車違反確認等の事務の「公安委員会の登録を受けた法人」（民間監視員）への
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委託（平成１６年〔２００４〕法９０による改正で追加された道路交通法５１条の８）が０６年

６月から実施されている１５６）のを見る。

　最広義の私化は、民間活動への政府介入―すなわち�規制―の緩和・撤廃�まで
デ ィ レ ギ ュ レ ー シ ョ ン

包含する。けだし、これは、単に行政機能の政府システム内での縮減（脱肥大、

減量）を帰結するのみでなく、当該機能の民間移行（自主規制
� � � �

１５７）への転換―

「民民
� �

規制」１５８）！）をも稀ならず伴うからである。

　市場原理（自由参入・自由競争）の貫徹を求める規制緩和・撤廃の大津波は、

震源の米英１５９）から、いち早くわが国にも押し寄せた。９０年代以降、大型店の出

店規制の緩和（００年ついに撤廃）、金融商品の多様化など日本版�金融制度改革�、
ビ ッ グ ・ バ ン

建築確認の民間開放（９９年）、そしてなかんずく交通の分野で、航空業界新規参

入の自由化、鉄道会社の裁量拡大（０１年）、トラック・タクシーの新規参入・台

数規制の廃止（タクシーにつき０２年）、バス路線の新設・廃止の自由化（０２年）１６０）

等々、一挙に激流が襲う。

　もっとも、もっぱら経済的
� � �

規制が標的のはずが、安全・健康・福祉・環境の

ための社会的
� � �

規制まで一視同仁に捲き込んで�救 ��命 網������������ に破綻を生じ、中心市
セイフティ・ネット

街地の空洞化（〝シャッター通り〟化）、ハイリスク金融商品の被害多発、〝ライ

ブドア〟〝村上ファンド〟事件、耐震強度の偽装（〝姉歯〟事件）、航空運行トラ

ブル・鉄道大事故の続発、トラック・タクシー運転手の長時間労働・低賃金問

題、過疎地不採算バス路線の切り捨て１６１）等々、幾多の病理が踵を接するに及ん

で、やむなく綻び弥縫（規制の再強化）への「揺り戻し」１６２）も現れ始めた。今

日、世界各国の対規制政策が量的な「��規制緩和・撤廃��」（自由化・市場化）か
デ ィ レ ギ ュ レ ー シ ョ ン

ら質的な見直し（合理化・近代化）の域まで包括する「��規 �制 改 革������ ��」の段階
レギュラトリ・リフォーム

に達しているとされる１６３）所以。現にわが国でも、当初「規制緩和」を冠にし

ていた管轄の首相�諮問機関�（９８年「規制緩和委員会」）は、９９年「規制改革委員
ブ レ ー ン

会」に改名、０１年「総合規制改革会議」、０４年「規制改革・民間開放推進会

議」を経て、目下０７年からは「規制改革会議」と称する１６４）（名は体を表わす？）。

　しかし、微（？）調整の揺り戻しはともあれ、振り子が大きく右へと振れつ

つあるのは見紛うべくもないと思われる。

� 〔以下次号〕
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�註�

　７７）大森彌『官のシステム』（東京大学出版会、２００６年）１３９頁、２５９頁。

　７８）参照、『ネオ』３４～３８頁。

　７９）この語、公式の初出は、１９９６年９月１１日、日本記者クラブにおける橋本首相の講演。

―�岡田彰「省庁再編とそのインパクト」（日本行政学会『年報行政研究４１・橋本行革の検証』

ぎょうせい、２００６年）２３頁。

　８０）参照、今村都南雄『官庁セクショナリズム』（東京大学出版会、２００６年）１１３頁所掲

「図２」。

　８１）同上１１２頁。参照、１６９～７０頁。

　８２）橋本内閣・行政改革会議の最終報告（１９１７・１２・３）における用語。―�参照、三辺夏

雄＝萩野徹「中央省庁等改革の経緯〔３〕」（『自治研究』８３巻４号）３３頁。

　８３）参照、岡田論文（→註７９））３４～５頁。

　８４）２００８年１月１９日各紙朝刊報道。これを承け、「政府は〔３月〕１５日、消費者行政を一元

化した新組織の形態について、独立官庁型の『消費者庁』を内閣府の外局として設置する方

針を固めた。トップとして常設の『消費者行政担当相』を置き、各省庁が所管する消費者行

政関連の法律、権限を消費者庁に移管することも検討する。政府は今秋に見込まれる臨時国

会に関連法案を提出し、来年１月か４月に消費者庁を発足させたい考え」（西日本新聞０８・

３・１６朝刊１面）。「政府は〔４月〕２１日、『消費者庁』を来年度、創設する方針を固めた。今

秋の臨時国会に設置法案を提出する」（朝日新聞西部版０８．�４�．２２．朝刊１面）。なお、リバウ

ンド現象としては、省外局レベルではあるが、「観光庁」（国土交通省）の新設（０８年１０月、

ただし海難審判庁とのスクラップ・アンド・ビルト）も看過できない。

　８５）参照、三辺＝萩野論文（→註８２））〔１〕〔２〕、岡田論文（→註７９））３２頁。

　８６）参照、今村『官庁セクショナリズム』（→註８０））１６８～７６頁（とくに、１７３頁、１７５頁）。

　８７）参照、岡田論文（→註７９））３３～４頁。ちなみに、朝日新聞西部版０８・１・２３朝刊９面

「ウオッチ」欄は、「八賢人の会」なるもの（「国土交通省で事務次官以下８人の幹部が集う

会で、月１～２回開かれているという。旧建設省、運輸省などが統合した０１年から続く『融

合のため、ざっくばらんに意見交換する場』（幹部）」）を紹介し、「ただ、省庁再編から７年

がたった今でも、旧省庁間には高い壁があるように見える」と同省の複雑な内情に触れ、

「『賢人』の知恵が生かせるようになるまで、あと何年かかるのだろうか」と憂える。

　８８）参照、岡田論文（→註７９））３４～６頁。

　８９）参照、櫻井敬子『行政法のエッセンス』（学陽書房、２００７年）３６～９頁。「財金分離」

問題については、なお参照、岡田論文（→註７９））３４～５頁、次註所掲・五十嵐『財務省支配

の復活』４２頁「図１－�」および５７頁以下。

　９０）五十嵐文彦『財務省支配の復活』（光文社、２００６年）。なお、関連して、山口二郎『大

蔵官僚支配の終焉』（岩波書店、１９８７年）。最新の動向として、０８年９月成立の麻生内閣で財
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務相と金融担当相が兼務となったのは、折からの世界的金融危機への緊急対応とは見られる

ものの、旧大蔵省復権の文脈でも強ち無視はできまい。―参照、朝日新聞西部版０８・１０・１

朝刊２面（そこに「財金分離の〔継時的〕流れ」図あり）。

　９１）参照、『ネオ』３８～４６頁。ジェラルド・カーティス「潮流」（西日本新聞０８・７・７朝

刊７面）によれば、２００８年現在、「米国の場合、下院議員１人当たり、国の予算から給料が

払われるスタッフが１８人いる。上院議員は、州の人口によるが、だいたい６０人前後のスタッ

フを持つ。各委員会にはそれぞれのスタッフがいる。日本の国会議員の場合、３人の秘書し

か国の予算で雇えない。また、米国のようなシンクタンクもない。」ちなみに、わが国では、

各議員に「その職務の遂行を補佐する秘書２名を付する」ほか「主として議員の政策立案及

び立法活動を補佐する秘書１名を付することができる」というのが現行制度（国会法１３２条

１項２項―２項は１９９３年の改正による追加）。また、わが国における「シンクタンク」の現

状については、参照、舛添・後掲書（→註９６））１５５～８頁。

　９２）参照、手島『憲法学の開拓線』（→註１））９～１４４頁、同『学としての公法』（→註１８））

２４７～９頁。

　９３）『ネオ』５２～５４頁。

　９４）たとえば、その最近の代表例たる宮澤喜一（１９１９～２００７）の場合、大蔵官僚歴は１１年

（１９４２・１～５２・１２）で、続く参院２期・衆院１２期の国会議員歴５０年余（１９５３・４～２００３・

１０）は遙かにそれを上回り、また御厨貴＝中村隆英『聞き書・宮澤喜一回顧録』（岩波書店、

２００５年）でも自らの行政官僚出自体質を意識的・無意識的に晦ましていると見受けられるが、

しかし、その死去に際しての次のような悼辞には本質を衝くものがあると思われる。――

　岩見隆夫・毎日新聞客員編集委員：「宮澤さんの官僚びいきは徹底していた。それだけに、

最近の官僚腐敗は『吏道も地に落ちたねえ』と嘆いた。ことに古巣の大蔵省への愛着はひと

しおだった。財務省に切り替わる時、宮澤さんは森内閣の蔵相で、この名称変更にも最後ま

で異を唱えた。幹部が〈財務省〉の新看板を書いてほしいと３度まで頼みにいったが、つい

に筆をとらなかった。」（毎日新聞西部版２００７・７・１朝刊３面）

　宮澤元首相が蔵相時代（８６～８８年）に副財務官としてベネチアとトロントのサミットに随

行した久保田勇夫・西日本シティ銀行頭取：「課長クラスの役人との間ではリラックスされ

ていた。」（毎日新聞西部版０７・６・２９朝刊２９面）

　後藤田正晴（１９１４～２００５）については、参照、同『政と官』（講談社、１９９４年）、同『情と

理』（講談社、１９９８年）。

　９５）『ネオ』５２頁。

　９６）清水『官邸主導』（→註６９））３０３頁、舛添要一『永田町���霞が関�―�最高権力を奪取

する者は誰か』（講談社、２００７年）２０１頁。なお参照、『ネオ』５４頁。

　９７）参照、岩見隆夫「近聞遠見」（毎日新聞西部版１９９６・２・６朝刊２面）―「新進党の

ある幹部は、『橋竜の官僚びいきは予想していたが、これほどとは思わなかった。世間は、国

民と大蔵省とどちらの立場に立つのか、という空気にだんだんなっているから、橋竜は苦し
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くなる。〔国会〕答弁を聞いていると、官僚の考えを熟知していて、それに沿って発言をセル

フコントロールしているのがよく分かるからね』と言う。自民党の某長老も、『彼は有能だけ

ど、まあパーティ（政党）官僚だから。根本竜太郎、愛知揆一それから山中定則といった人

たちに似てるな』ともらしたが、官僚の擁護者としての橋本評は政界で定着している。」

　９８）山田孝男「風知草」は、船田元（自民党・津島派事務総長）が福田を「官僚に近いと

いうことなのか、決定のスピードが遅い」と評し（毎日新聞西部版０８・１・２８朝刊３面）、菅

直人（民主党・代表代行）が「福田さん、ナンバーワンの資質ではない。状況対応型なんで

す。ナンバーワンは状況をつくり出さなくちゃ……」と月旦した（同紙０８・２・４朝刊３面）

ことを伝える。なお、同紙０８・４・２０朝刊２面によれば、「福田首相は父赳夫元首相がエリー

ト官僚だったこともあり、『財務省を身近に感じている』（塩川正十郎元財務相）とされる。」

　９９）以下、参照、与謝野馨『堂々たる政治』（新潮新書、２００８年）、『政官要覧・平成２０年春

号』（セイサクジホウ・アイ・ビイ、２００８年）９８頁。ちなみに、毎日新聞西部版０８・４・２０朝

刊１２面「今週の本棚」所載・本書短評の�出出�しに「古稀を前に急速に評価が高まっている珍
で だ

しい政治家」とある。

　１００）毎日新聞西部版０８・３・５夕刊２面「特集ワイド」リード。なお参照、星浩「政態

拝見」朝日新聞西部版０８・４・１５朝刊４面。０８年８月の「福田改造内閣�閣僚の横顔」では、

「〔改造前の〕福田内閣では閣僚から外れたが、昨年末の薬害�型肝炎患者救済策の議員立法

や高齢者総合政策とりまとめなど、知恵袋として福田首相を支えてきた」と紹介されている

（朝日新聞西部版０８・８・２朝刊５面）。

　１０１）上掲『堂々たる政治』（→註９９））１３９頁。

　１０２）参照、同上２５～６頁、清水『官邸主導』（→註６９））１０１頁。

　１０３）清水・同上。

　１０４）同上２９９頁。

　１０５）五十嵐『財務省支配の復活』（→註９０））２４～６４頁。なお、「１丁目１番地」とは、同

書によれば「霞が関の官庁用語で、最も大事にする権益、組織、人物、政策などをいう」（６１

頁）。

　１０６）朝日新聞西部版０７・８・２８朝刊５面、同紙０８・２・２９朝刊４面。なお、同紙０８・６・

７�２面「読み解く・政治」（編集委員・曽我豪）は、与謝野を目して、師匠と仰いだ故梶山

静六の「政策提言とその調整・遂行力」にあやかる「『政治におけるプロフェッショナル』を

自任する」としている。

　１０７）与謝野は、最近刊の上掲小著の「おわりに」で、祖母・晶子の和歌「劫初より作り

いとなむ殿堂にわれも黄金の釘一つ打つ」を引き、「政治家としていいなと思っている」とコ

メントする（１８９頁）が、このこと、「…黄金の…」に辛うじて政客としての矜持（�一分�）が
いちぶん

託されていると見られぬではないが、はからずも、彼の組織人間的≒ビューロクラット的深

層心理をいみじくも露呈するとは云えないか。ちなみに、０８年８月の「福田改造内閣　閣僚

の横顔」には、相変わらず、祖父母への言及とともに、「党内でも抜きんでた政策立案能力と
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評価が高く、福田康夫首相も折に触れ助言を求める」とある（西日本新聞０８・８・２朝刊７

面）。

　１０８）参照、『ネオ』５３～４頁。

　１０９）「一昔前は、官僚��の政治家と言えば、年齢的にも高かった。局長クラスのポストを

経験した後に政治家に転身する人が大半だった。しかし今は、若くして役人から政治家に転

身する人が多い。」―�舛添『永田町�����霞が関』（→註９６））２１８頁。そのようないわゆる「過

去官僚」は、０８年夏現在、当時の官房長官も自民党幹事長もその類―前者は旧通産の、後者

は旧大蔵のそれ―である政権与党のみならず、近年は野党（民主党）にも少なくない。―参

照、星浩「政態拝見」（朝日新聞０８・４・２９朝刊４面）。なお、０８年９月発足の麻生体制自民

党の幹事長も「元通産官僚で実務能力の高さには定評がある」（西日本新聞０８・９・２３朝刊３

面）。

　１１０）近時の舛添要一に例示される〈学界→政党〉のルートも、本流とはなりえぬにしても、

後者（あるいは前者？）の亜種ないし変種―ないし第三のバイパス―と目さるべきか。彼の

『永田町�����霞が関』（→註９６））は、今日の政治家の資質として「調整力」「調整能力」を

最も重視するが、そこで強調されているのは「理路整然」「論理明快」（２０２頁）な説得力（〝行

政理性〟と言い換えて可ならん）である。

　１１１）��������������１８１�

　１１２）本誌１４巻１・２号１５頁・

　１１３）同上１５～１６頁。

　１１４）参照、前註９１）。

　１１５）��������������１８４�

　１１６）参照、「基礎」１２頁、大住莊四郎『ニュー・パブリック・マネジメント―理念・ビジョ

ン・戦略』（日本評論社、１９９９年）、「特集・���と行政法学の課題」（『法律時報』７８巻９号、

２００６年）。

　１１７）参照、大住「エイジェンシー」（前註１１６）５２～５４頁）、岡村周一「イギリスにおける

行政改革の理念と実像」（『ジュリスト』１１６１号〔９９・８・１－１５号〕３４～３９頁）。

　１１８）参照、山本隆司「民営化または法人化の功罪」〔上〕（『ジュリスト』１３５６号〔０８・５・

１－１５号〕）２７頁。

　１１９）行政法学者は法形式面の違いを重視する（藤田宙靖『行政組織法』〔有斐閣、０５年〕

１４８頁・１４９頁註（３）、高橋滋・発言「座談会：行政改革の理念とこれから」〔『ジュリスト』

１１６１号〕２９～３０頁など）が、行政学・公共政策学者は実態面から両者を一視同仁に論ずる

（大住・前註１１７）５３頁、大山耕輔・福田＝真渕＝縣編前掲書〔→註５４）〕１２２頁など）ようで

ある。

　１２０）参照、稲継裕昭「独立行政法人の創設とその成果」（『年報行政研究４１』〔→註６６）〕）

４２～５９頁、三辺＝萩野論文（→註８２））〔２〕（『自治研究』８３巻３号）５２～３頁、〔４〕（同上

５号）３４～４２頁、山本論文（→１１８））２７～３０頁など。
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　１２１）参照、三辺＝萩野論文〔５・完〕（『自治研究』８３巻６号）１８～２０頁、山本論文〔下〕

（『ジュリスト』１３５８号〔０８・６・１５号〕４２～５９頁）。「通則法に基づく法人ではないが、国立

大学法人法（平成１５年法律第１１２号）に基づく国立大学法人及び大学共同利用機関法人や、総

合法律支援法（平成１６年法律第７４号）に基づく日本司法支援センターは、広義の独立行政法

人と位置づけられ」る（三辺＝萩野論文〔５・完〕１８頁）。

　１２２）独法通則法の顰みに倣い、０３年、地方独立行政法人法（平成１５年法１１８）が制定・実

施されているが、前者による本来の独法化は狭義国家システム内で完結するのであり、各地

方自治体を〈閉じた単位〉として展開される後者とは無関係である。

　１２３）本誌前々号１１頁。

　１２４）１９９０年代の米独仏英における状況について、『ネオ』４７～５１頁。なお参照すべき最近

の文献として、若松隆＝山田徹編『ヨーロッパ分権改革の新潮流』（中央大学出版部、２００８年）。

　１２５）参照、内貴滋「英国地方自治体改革の展望と中央集権手法」〔１〕（『自治研究』８２巻

８号、２００６年）６２～６６頁、廣田全男「イギリスの地方分権改革と権限踰越の法理」（『自治総

研』３３９号、２００７年１月、１～１６頁）、ヨーロッパ地方自治憲章に関して廣田論文２～７頁お

よび山崎後掲書（→次註）３００～３０２頁。なお、イギリスの憲法構造から来るブレア（→ブラ

ウン）地方分権改革の宿命的隘路につき、内貴論文〔１〕～〔１２・完〕（『自治研究』８２巻８

号・１０号・１２号、２００６年、８３巻１号～３号・６号・９号～１２号、０７年、８４巻１号、０８年）、廣

田論文８～１４頁。「たしかに、ブレア政権下で制定された地方自治法は、地方自治体の裁量権

を拡大した。しかし、それは中央政府の強い統制下におかれた自由の拡大に留まり、ブレア

政権の地方分権改革には一定の限界がある。」―廣田論文１４頁。しかし、「ブラウン首相は、

就任直後に『英国の統治（��������	�
��
�����）』を発表し、ホワイトホールから自治体と

地域社会と市民に権限を移行する方向を示し、活性化された地域民主主義とより良い公共

サービスを目指す意向を表明した。」―内貴論文〔１２・完〕９８頁。

　１２６）参照、『ネオ』４９～５０頁、山崎榮一『フランスの憲法改正と地方分権�ジロンダンの復権』

（日本評論社、２００６年）４７～５２頁。

　１２７）参照、山崎・同上１７５～２１１頁、３５７～３６３頁。改正憲法条項のテキストおよび訳文に

つ い て は、な お 参 照、�������	
�����������������������	���������	
���������������	
����

�������	
���������������	

������２００４�����１５? １８��高橋和之編『〔新版〕世界憲法集』（岩波文庫、

２００７年）２７８頁、３０９～３１１頁。

　１２８）参照、山崎・前掲書（→註１２６））２１３～２６４頁。なお参考すべきものとして、自治・

分権ジャーナリストの会編『フランスの地方分権改革』（日本評論社、２００５年）。

　１２９）金井利之『自治制度』（東京大学出版会、２００７年）８８頁は、「２０００年分権改革」を、

明治地方自治制の成立、戦後改革に続く「第三の改革」ととらえる。

　１３０）これらの用語、西尾勝「四分五裂する地方分権改革の渦中にあって考える」（日本行

政学会編『年報行政研究４３・分権改革の新展開』ぎょうせい、２００８年）３頁に従う。

　１３１）参照、西尾勝『地方分権改革』（東京大学出版会、２００７年）、高木健二「第２次分権
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改革の始動」（『自治総研』３４３号、２００７年５月、１～２０頁）など、および朝日新聞西部版０８・

６・２０夕刊２面、西日本新聞０８・６・２１朝刊５面など。もっとも、わが国今回の地方分権改

革の第１次と第２次の時期区分については、論者必ずしも一致しない。―参照、西尾同上

１２２頁、高木同上１頁。

　１３２）参照、朝日新聞西部版０７・１１・１０朝刊４面、西日本新聞０８・１・１朝刊３面。

　１３３）参照、西尾・前掲書（→註１３１））１８頁、１４１頁。

　１３４）参照、同上１７４～２０３頁、また西日本新聞０７・７・１８朝刊３４面（「全国知事会第２期分権改

革提言�熱気消え厭戦ムード「三位一体」の傷癒えず」）。

　１３５）西尾・前掲論文（→註１３０））タイトル。

　１３６）同勧告のサブタイトル（「～生活者の視点に立つ『地方政府』の確立～」）および６頁。

なお、その前史につき参照、片木淳「『地方政府』再編と道州制」（『自治研究』８４巻３号、２００８

年）５２～３頁。

　１３７）“���������	
��
�
��	��		
���”―����������	����１５５での、�����������	
����による

エスプリの利いた小見出し。

　１３８）参照、手島「『ネオ行政国家』続論」（→註２））４０９～１０頁、『ネオ』５５～６頁。���������

（１９８７年）は�広義の�����������	
に６形態を類別（大住・前掲書〔→註１１６）〕２１～３頁による。

なお、大山耕輔「政策実施と行政手段」〔福田＝真渕＝縣編『行政の新展開』（→註５４））〕１４０

頁）、��������	
	���（２００２年）は��������	���
�の「少なくとも１０の別々の形」を確認しつつ、

「その最広義では、�����������	
とは、公共目的の追求に政府と非政府体が何らかの形で関わ

り合うことを意味する」という（�����������������	����１５５����１７３による）。

　１３９）手島「『ネオ行政国家』続論」（→註２））４０９頁、『ネオ』５５頁、手島『総合管理学序

説』（有斐閣、１９９９年）６４頁、「基礎」（→註３））１１～２頁。

　１４０）参照、本誌前々号１０頁、大住・前掲書（→註１１６））１３頁、１９～２７頁。

　１４１）参照、「基礎」１１～１２頁、朝日新聞西部版０８・６・２４朝刊３面。なお、０８年１０月には、

前年５～６月成立の政策金融改革関連法により、政府出資の「政府系金融機関」全８機構の

統廃合が行われ、国民生活金融公庫など５機構→株式会社日本政策金融公庫（今後唯一の政

府系金融機関）への統合、日本政策投資銀行→株式会社日本政策投資銀行、商工組合中央金

庫→株式会社商工組合中央金庫へのそれぞれ移行が実現、後二者は５～７年後の完全民営化

をめざしている（朝日新聞西部版０８・９・５朝刊２面）。

　１４２）本誌前々号１３頁、２３頁註５６）。

　１４３）参照、本山美彦『民営化される戦争』（ナカニシヤ出版、２００４年）、����シンガー『戦

争請負会社』（山崎淳訳、���出版、２００４年）。

　１４４）���������������１５８? １６２���なお、��������	
��������������	
�������	�
���������	
�������

２００７が参照さるべきである。

　１４５）参照、朝日新聞西部版０６・１１・１２朝刊１１面。

　１４６）「基礎」１２～１３頁。
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　１４７）参照、前田雅子「社会福祉」（加藤＝菊池＝倉田＝前田『社会保障法』有斐閣アルマ、

初版０１年）２０７～９頁、小川政亮「社会福祉サービスの法」（西原道雄編『社会保障法』有斐

閣双書、５版０２年）２８３～４頁。前田・同上２０８頁によれば、「措置から契約へ」は「サービ

ス利用の法的仕組みを、地方公共団体の措置決定から、利用者の選択により事業者と直接契

約する方式に代えること」。

　１４８）参照、「［資料］指定管理者制度の現状と今後の課題」（『自治総研』３５５号、２００８年５

月、６６～１２２頁）。

　１４９）参照、��������������１５６�

　１５０）参照、橋本博之「『競争の導入による公共サービスの改革に関する法律』案について」

（『自治研究』８２巻６号、２００６年、３５～５６頁）。

　１５１）朝日新聞西部版０５・１１・１０朝刊１５面。

　１５２）もっとも、発足なお日浅く、実績は、未だ必ずしも芳しくなく今後に俟つべきものの

ようであるが。すなわち、官民競争入札等監理委員会（同法３７条により内閣府に設置）の公

表（０８・３・２７）によれば、１２府省と警察庁について０７年４月～１２月の実施決定事業数で判

定した５段階評価は、国民年金保険料の収納業務などを民間委託した厚生労働省が�（２５以

上）、総務省と経済産業省が�（１０以上）のほかは軒並み�（１以上）にとどまっている（た

だし、０７年６月の前回評価で�（ゼロ）が５府省あったのに比べれば小幅ながら改善、とは

いう）。―翌朝の新聞報道（朝日西部版４面、毎日西部版２面）による。

　１５３）西日本新聞０８・１・１３朝刊２面。

　１５４）「基礎」１２頁。参照、「特集・新しい刑務所運営」（『ジュリスト』１３３３号、〔０７・４・

１５号〕２～７０頁）。なお、����刑務所の「フランス型」と「英国型」につき、上記特集巻頭の

吉野論文（→次註）２～３頁、また、後者に属するとされる米国のそれにつき、太田達也

「アメリカにおける矯正施設の民営化と我が国の����事業」（同上特集、１９～３３頁）。

　１５５）参照、吉野智「����手法による官民協働の新たな刑務所の整備について」（『ジュリス

ト』同上、２～９頁）、只木誠「新しい刑務所運営の意義と課題」（同前、１０～１８頁）、「美祢

社会復帰促進センターについて」の７論文（同前、３４～７０頁）、「初の民活刑務所スタート」

（毎日新聞西部版０７・５・２５夕刊１面）、「美祢社会福祉促進センター見学報告書」（日弁連

『自由と正義』５９巻７号、２００８年、９８～１０５頁）、喜連川社会復帰促進センターにつき室井誠

一（同センター長）「����刑務所の現状と課題」（『法律時報』８０巻９号、２００８年、４０～４３頁）

など。

　１５６）参照、高橋明男「警察行政と���」（『法律時報』７８巻９号、２００６年、４５～９頁）。

　１５７）参照、原田大樹『自主規制の公法学的研究』（有斐閣、２００７年）。

　１５８）大山耕輔「規制システム」（宮川公男＝山本清編著『パブリック・ガバナンス―改革

と戦略』日本経済評論社、２００２年）１８４頁。

　１５９）����のリポートによれば、１９９５年までに世界各国における規制改革（本文後述のよ

うに、規制の単に量的な緩和・撤廃〔自由化・市場化〕のみならず、その質的な改良戦略
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〔近代化・合理化〕まで含めてはいるが）で先陣を切っているのは、カナダ、アメリカ、イギ

リス、オーストラリアである。―�大山・上掲（前註）１８６～７頁が若干修正して紹介する表

による。

　１６０）参照、朝日新聞西部版０６・６・１９朝刊１面、同０６・７・６朝刊９面。

　１６１）参照、同上。

　１６２）同上６・１９朝刊報道見出し。―「規制緩和�揺り戻し�交通・金融…事件相次ぎ�引き締め

２０法�今国会で成立」。

　１６３）大山・前掲（→註１５８））１８２頁。

　１６４）参照、朝日新聞西部版０７・２・１朝刊４面。なお、城山英明「『規制緩和』と『規制

改革』―その実像と含意」（『ジュリスト』１３５６号〔０８・５・１－１５号〕２１～２６頁）。

正　誤

「総合管理の基礎概念」（『新千年紀のパラダイム』２００４年）１３頁２４行目：

� 地方分権促進法　→　地方分権推進法　

「ネオまたはポスト行政国家論」（本誌１４巻１・２合併号、２００７年）１６頁２１行目：

� （④～所述）　→　（⑤～所述）　　　


